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新旧対照表（指導要録上の出席扱いに係る記述部分）
（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

不登校児童生徒への支援の在り方について（通知） 不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）

元 文 科 初 第 ６ ９ ８ 号 ２ ８ 文 科 初 第 ７ ７ ０ 号
令和元年１０月２５日 平成２８年９月１４日

（別記１） （別記）
義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施 義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施

設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の 設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の
取扱いについて 取扱いについて

１ 趣旨 １ 趣旨
不登校児童生徒の中には，学校外の施設において相談・指導 不登校児童生徒の中には，学校外の施設において相談・指導

を受け，社会的な自立に向け懸命の努力を続けている者もおり， を受け，学校復帰への懸命の努力を続けている者もおり，この
このような児童生徒の努力を学校として評価し支援するため， ような児童生徒の努力を学校として評価し支援するため，我が
我が国の義務教育制度を前提としつつ，一定の要件を満たす場 国の義務教育制度を前提としつつ， 一定の要件を満たす場合に，
合に，これら施設において相談・指導を受けた日数を指導要録 これら施設において相談・指導を受けた日数を指導要録上出席
上出席扱いとすることができることとする。 扱いとすることができることとする。

２ 出席扱い等の要件 ２ 出席扱いの要件
不登校児童生徒が学校外の施設において相談・指導を受ける 不登校児童生徒が学校外の施設において相談・指導を受ける

とき，下記の要件を満たすとともに，当該施設における相談・ とき，下記の要件を満たすとともに，当該施設への通所又は入
指導が不登校児童生徒の社会的な自立を目指すものであり，か 所が学校への復帰を前提とし，かつ，不登校児童生徒の自立を
つ，不登校児童生徒が現在において登校を希望しているか否か 助けるうえで有効・適切であると判断される場合に，校長は指
にかかわらず，不登校児童生徒が自ら登校を希望した際に，円 導要録上出席扱いとすることができる。
滑な学校復帰が可能となるよう個別指導等の適切な支援を実施
していると評価できる場合，校長は指導要録上出席扱いとする
ことができる。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４）学校外の公的機関や民間施設における学習の計画や内容 （４） （項目の追加）
がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合には，
当該学習の評価を適切に行い指導要録に記入したり，また，
評価の結果を通知表その他の方法により，児童生徒や保護
者，当該施設に積極的に伝えたりすることは，児童生徒の
学習意欲に応え，自立を支援する上で意義が大きいこと。
なお，評価の指導要録への記載については，必ずしもすべ
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ての教科・観点について観点別学習状況及び評定を記載す
ることが求められるのではないが，児童生徒のおかれてい
る多様な学習環境を踏まえ，その学習状況を文章記述する
など，次年度以降の児童生徒の指導の改善に生かすという
観点に立った適切な記載に努めることが求められるもので
あること。

３ 留意事項 （項目の追加）
（１）義務教育段階の学校は，各個人の有する能力を伸ばしつ

つ，社会において自立的に生きる基礎を養うとともに，国
家・社会の形成者として必要とされる基本的な資質を培う
ことを目的としており，その役割は極めて大きいことから，
学校教育の一層の充実を図るための取組がもとより重要で
あること。すなわち，児童生徒が不登校になってからの事
後的な取組に先立ち，児童生徒が不登校にならない，魅力
ある学校づくりを目指すとともに，いじめ，暴力行為，体
罰等を許さないなど安心して教育を受けられる学校づくり
を推進することが重要であること。

（２）不登校児童生徒への支援については児童生徒が不登校と
なった要因を的確に把握し，学校関係者や家庭，必要に応
じて関係機関が情報共有し，組織的・計画的な，個々の児
童生徒に応じたきめ細やかな支援策を策定することや，社
会的自立へ向けて進路の選択肢を広げる支援をすることが
重要であること。さらに，既存の学校教育になじめない児
童生徒については，学校としてどのように受け入れていく
かを検討し，なじめない要因の解消に努める必要があるこ
と。その際，保健室，相談室及び学校図書館等を活用しつ
つ，徐々に学校生活への適応を図っていけるような指導上
の工夫が重要であること。また，いじめられた児童生徒又
はその保護者が希望する場合には，柔軟に学級替えや転校
の措置を活用することが考えられること。

４ 指導要録の様式等について ３ 指導要録の様式等について
上記の取扱いの際の指導要録の様式等については，平成３１ 上記の取扱いの際の指導要録の様式等については，平成２２

年３月２９日付け３０文科初第１８４５号「小学校，中学校， 年５月１１日付け２２文科初第１号「小学校，中学校，高等学
高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び 校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要
指導要録の改善等について」を踏まえ，出席日数の内数として 録の改善等について」のとおりとする。
出席扱いとした日数及び児童生徒が通所又は入所した学校外の
施設名を記入すること。
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（別記２） 不登校児童生徒が自宅において IT 等を活用した学習活動を
不登校児童生徒が自宅においてＩＣＴ等を活用した学習活 行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について（通知）

動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて
１ ７ 文 科 初 第 ４ ３ ７ 号
平 成 １ ７ 年 ７ 月 ６ 日

１（略） １（略）

２ 出席扱い等の要件 ２ 出席扱い等の要件
義務教育段階における不登校児童生徒が自宅においてＩＣＴ 不登校児童生徒が自宅においてＩＴ等を活用した学習活動を

等を活用した学習活動を行うとき，当該児童生徒が在籍する学 行うとき，当該児童生徒が在籍する学校の長は，下記の要件を
校の長は，下記の要件を満たすとともに，その学習活動が，当 満たすとともに，その学習活動が，学校への復帰に向けての取
該児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわ 組であることを前提とし，かつ，不登校児童生徒の自立を助け
らず，自ら登校を希望した際に，円滑な学校復帰が可能となる るうえで有効・適切であると判断する場合に，指導要録上出席
ような学習活動であり，かつ，当該児童生徒の自立を助けるう 扱いとすること及びその成果を評価に反映することができる。
えで有効・適切であると判断する場合に，指導要録上出席扱い （１）保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれて
とすること及びその成果を評価に反映することができる。 いること。
（１）保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれて （２）ＩＴ等を活用した学習活動とは，ＩＴ（インターネット

いること。 や電子メール，テレビを使った通信システムなど）や郵送，
（２）ＩＣＴ等を活用した学習活動とは，ＩＣＴ（コンピュー ファクシミリなどを活用して提供される学習活動であるこ

タやインターネット，遠隔教育システムなど）や郵送，Ｆ と。
ＡＸなどを活用して提供される学習活動であること。 （３）訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とす

（３）訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とす ること。対面指導は，当該児童生徒に対する学習支援や将
ること。対面指導は，当該児童生徒に対する学習支援や将 来の自立に向けた支援などが定期的かつ継続的に行われる
来の自立に向けた支援などが定期的かつ継続的に行われる ものであること。
ものであること。 （４）学習活動は，当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえ

（４）学習活動は，当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえ た計画的な学習プログラムであること。なお，学習活動を
た計画的な学習プログラムであること。なお，学習活動を 提供するのが民間事業者である場合には，平成１５年５月
提供するのが民間事業者である場合には，「民間施設につ １６日付け文科初第２５５号通知「不登校児童生徒への支
いてのガイドライン（試案）」（別添３）を参考として，当 援対応の在り方について」における「民間施設についての
該児童生徒にとって適切であるかどうか判断すること。 ガイドライン（試案）」を参考として，当該児童生徒にと
（「学習活動を提供する」とは，教材等の作成者ではなく， って適切であるかどうか判断すること。（「学習活動を提供
当該児童生徒に対し学習活動を行わせる主体者を指す。） する」とは，教材等の作成者ではなく，当該児童生徒に対

（５）校長は，当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状 し学習活動を行わせる主体者を指す。）
況等について，例えば，対面指導に当たっている者から定 （５）校長は，当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状
期的な報告を受けたり，学級担任等の教職員や保護者など 況等について，例えば，対面指導に当たっている者から定
を含めた連絡会を実施したりするなどして，その状況を十 期的な報告を受けたり，学級担任等の教職員や保護者など
分に把握すること。 を含めた連絡会を実施するなどして，その状況を十分に把

（６）ＩＣＴ等を活用した学習活動を出席扱いとするのは，基 握すること。
本的に当該児童生徒が学校外の公的機関や民間施設におい （６）ＩＴ等を活用した学習活動を出席扱いとするのは，基本
て相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動で 的に当該不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設に
あること。なお，上記（３）のとおり，対面指導が適切に おいて相当該談・指導を受けられないような場合に行う学
行われていることを前提とすること。 習活動であること。なお，上記（３）のとおり，対面指導

が適切に行われていることを前提とすること。
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（７）学習活動の成果を評価に反映する場合には，学校が把握 （７）学習活動の成果を評価に反映する場合には，学校が把握
した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし
適切と判断される場合であること。 適切と判断される場合であること。

３ 留意事項 ３ 留意事項
（１）この取扱いは，これまで行ってきた不登校児童生徒に対 （１）この取扱いは，これまで行ってきた不登校の児童生徒に

する取組も含め，家庭にひきこもりがちな義務教育段階の 対する取組も含め，家庭にひきこもりがちな不登校児童生
不登校児童生徒に対する支援の充実を図り，社会的な自立 徒に対する支援の充実を図るものであり，学校に登校しな
を目指すものであることから，ＩＣＴ等を活用した学習活 いことを認める趣旨ではないので，ＩＴ等を活用した学習
動を出席扱いとすることにより不登校が必要な程度を超え 活動を出席扱いとすることが不登校状態の悪化につながる
て長期にわたることを助長しないよう留意すること。 ことのないよう留意すること。

（２）～（６） （略） （２）～（６） （略）

４（略） ４（略）

（別添４） （別添４）
教育支援センター整備指針（試案） 教育支援センター整備指針（試案）

１［略］ １［略］

２ 設置の目的 ２ 設置の目的
センターは，不登校児童生徒の集団生活への適応，情緒の安 センター は，不登校児童生徒の集団生活への適応，情緒の安

定，基礎学力の補充，基本的生活習慣の改善等のための相談・ 定，基礎学力の補充，基本的生活習慣の改善等のための相談・
指導（学習指導を含む。以下同じ。）を行うことにより，その 指導（学習指導を含む。以下同じ。）を行うことにより，その
社会的自立に資することを基本とする。 学校復帰を支援しもって不登校児童生徒の社会的自立に資する

ことを基本とする。

３～１０［略］ ３～１０［略］


